
は
じ
め
に

明
治
二
十
四
年
十
一
月
、
田
口
卯
吉
は
、
明
石
孫
太
郎
『
新
体
支
那
歴
史
』

を
自
著
『
支
那
開
化
小
史
』
の
偽
版
で
あ
る
と
し
て
告
発
し
た
。
こ
の
事
件
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
ま
ず
大
家
重
夫
「
１
田

口
卯
吉
「
支
那
開
化
小
史
」
事
件
（
２
）（
刑
事１

）
）」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し

こ
れ
は
、
二
つ
の
書
物
の
類
似
点
に
つ
い
て
の
対
照
表
（
後
述
）
と
判
決
文
を

掲
載
す
る
に
止
ま
り
、
こ
の
訴
訟
が
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
次
に
吉
村
保
「
田
口
卯
吉
『
支
那
開
化
小

史
』
偽
版
告
訴
事
件２

）
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
吉
村
は
被
告
明
石
孫
太
郎
の
逆
転
勝

訴
と
な
っ
た
二
審
の
判
決
文
を
取
り
上
げ
、
判
決
の
根
拠
が
明
ら
か
で
は
な
い

と
言
う
。
し
か
し
こ
の
訴
訟
の
公
判
記
録
は
一
部
を
除
い
て
『
東
京
経
済
雑

誌
』（
六
○
一
・
六
○
五
〜
六
○
七
・
六
三
一
・
六
五
五
）
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
記
録
を
読
め
ば
、
被
告
を
逆
転
勝
訴
へ
と
導
い
た
判
決
理
由
も
理
解
出
来

る
。こ

の
公
判
記
録
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
稲
岡
勝
「
蔵
版
、
偽
版
、
板
権

著
作
権
前
史
の
研
究３

）

」
で
あ
る
。
稲
岡
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
裁
判

は
「
意
匠＝

歴
史
の
見
方
に
つ
い
て
の
見
識
、
卓
見
」
の
剽
窃
を
め
ぐ
っ
て
争

わ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
に
対
す
る
稲
岡
の
関
心
は
、
明

石
と
書
肆
大
倉
保
五
郎
の
間
に
結
ば
れ
た
印
税
契
約
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
稲
岡
の
論
考
に
お
い
て
指
摘
に
止
ま
っ
た
、
こ
の

事
件
に
お
け
る
「
意
匠
」
の
剽
窃
の
問
題
を
詳
し
く
取
り
上
げ
た
い
。
こ
の
時

期
、「
意
匠
」
は
美
術
・
文
学
・
歴
史
の
領
域
に
ま
た
が
り
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
た
。
歴
史
の
領
域
で
、
書
物
間
の
差
異
が
問
わ
れ
る
場
合
、
こ
の

「
意
匠
」
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
だ
ろ
う
か
（
資
料
を
引
用
す
る
に
際
し
、

通
行
の
新
漢
字
・
平
仮
名
を
用
い
、
私
に
句
読
点
を
補
っ
た
）。

共
同
研
究
報
告

歴
史
書
の
剽
窃

田
口
卯
吉
『
支
那
開
化
小
史
』
偽
版
訴
訟
事
件
の
考
察

甘

露

純

規
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一

田
口
卯
吉
『
支
那
開
化
小
史
』

田
口
卯
吉
『
支
那
開
化
小
史
』
は
、
経
済
雑
誌
社
か
ら
分
冊
出
版
さ
れ
た
。

一
巻
は
明
治
十
六
年
十
月
、
二
巻
は
十
八
年
四
月
、
三
巻
は
二
十
年
一
月
に
、

四
巻４

）
は
二
十
年
四
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
年
十
二
月
に
は
、
一
巻

か
ら
四
巻
ま
で
の
合
本５

）
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
後
二
十
一
年
一
月
に
は
、
こ
の

合
本
に
五
巻
が
加
え
ら
れ
、
再
版
さ
れ
て
い
る６

）
。
ま
た
明
治
二
十
四
年
に
は

「
文
部
省
検
定
済
尋
常
中
学
校
教
科
用
図
書
╱
文
部
省
検
定
済
尋
常
師
範
学
校

教
科
用
図
書
」
と
し
て
再
版
さ
れ
て
い
る７

）
。

『
支
那
開
化
小
史
』
は
、『
日
本
開
化
小
史
』（
明
治
十
年
九
月
〜
十
五
年
十
月
）

の
姉
妹
編
で
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
『
支
那
開
化
小

史
』
は
、
ギ
ゾ
ー
の
文
明
史
の
影
響
を
受
け
た
も
の
だ
っ
た
。『
支
那
開
化
小

史
』
の
序
言
を
見
て
み
よ
う
。

史
を
記
す
る
の
体
三
種
あ
り
。
曰
く
編
年
体
、
春
秋
の
類
是
な
り
。
曰
く

記
事
体
、
史
記
列
伝
の
類
是
な
り
。
曰
く
史
論
体
、
過
秦
論
、
封
建
論
の

類
是
な
り
。
此
諸
体
各
々
適
す
る
所
あ
り
。
封
建
潰
乱
の
事
実
を
表
示
す

る
は
編
年
体
に
如
か
ず
。
人
の
履
歴
を
記
す
る
は
記
事
体
に
如
か
ず
。
社

会
の
大
勢
事
情
変
遷
を
記
す
る
は
史
論
体
に
如
か
ず
。

史
と
論
と
は
異
な
り
、
論
は
所
見
を
述
ふ
る
も
の
な
り
。
史
は
事
実
を
記

す
る
も
の
な
り
。
故
に
支
那
の
史
家
史
論
体
を
以
て
史
と
称
せ
さ
る
な
り
。

（
中
略
）
蓋
し
此
等
の
事
実
は
歳
月
の
以
て
明
に
之
を
期
す
べ
き
な
く
、

且
つ
数
多
の
事
実
湊
合
し
て
一
顕
像
を
為
す
も
の
た
る
を
以
て
、
史
家

各
々
所
見
を
異
に
す
る
の
弊
あ
る
を
免
か
れ
ず
。
然
れ
ど
も
之
か
為
に
所

見
を
交
ふ
べ
か
ら
ず
と
云
ふ
は
、
其
変
遷
を
記
す
べ
か
ら
ず
と
云
ふ
な
り
。

則
ち
社
会
の
史
を
記
す
べ
か
ら
ず
と
云
ふ
な
り
。
史
豈
に
論
と
異
な
ら
ん

や
。
共
に
所
見
を
述
ふ
る
も
の
ゝ
み
。（「
例
言
」『
支
那
開
化
小
史
』
一
｜

二
頁
）

こ
の
序
言
か
ら
は
、
従
来
、
事
実
の
叙
述
す
な
わ
ち

史

か
ら
、
個
人
の

所
見
つ
ま
り

論

と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た
史
論
体
を

史

の
中
心
に
位

置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
歴
史
学
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
田
口
の
企
図

が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
田
口
の
企
図
は
、
明
治
二
十
年
前
後
に
お
け
る
、

年
代
記
と
歴
史
学
を
区
別
す
る
歴
史
改
良
論
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
っ
た８

）
。
こ
の

歴
史
改
良
論
の
中
で
は
、
諸
事
実
を
時
間
的
順
序
に
配
列
し
た
だ
け
の
年
代
記

は
単
な
る
資
料
と
し
て
扱
わ
れ
、
事
件
の
原
因
と
結
果
を
明
ら
か
に
す
る
観
点

か
ら
資
料
を
取
捨
選
択
す
る
こ
と
こ
そ
が
歴
史
学
だ
と
さ
れ
る
。
十
九
世
紀
の

欧
米
に
お
い
て
、
事
件
の
原
因
と
結
果
の
有
機
的
な
記
述
を
目
指
す
、
こ
う
し

た
歴
史
学
の
姿
勢
は
新
た
な
小
説
の
創
造
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た９

）
。
田
口
ら

の
歴
史
改
良
の
動
き
も
、
こ
う
し
た
欧
米
の
歴
史
学
の
動
き
に
影
響
を
受
け
た

も
の
で
あ
っ
た
。

『
支
那
開
化
小
史
』
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。『
支
那
開
化
小
史
』
は
、
開
闢

か
ら
明
の
滅
亡
ま
で
の
中
国
の
歴
史
を
、
一
章
か
ら
一
五
章
に
分
け
て
記
述
し

て
い
る
。
例
え
ば
第
一
章
の
構
成
は
、
①
「
支
那
の
地
勢
」
②
「
封
建
の
起
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源
」
③
「
帝
都
の
変
遷
」
④
「
一
統
の
企
図
黄
帝
に
発
す
」
⑤
「
尭
舜
禹
の
政

略
」
⑥
「
夏
后
氏
諸
侯
を
制
す
る
能
は
ず
」
⑦
「
殷
室
諸
侯
を
制
す
る
能
は

ず
」
⑧
「
周
室
諸
侯
を
制
す
る
能
は
ず
」
と
な
っ
て
い
る
。
歴
史
的
な
変
遷
を

政
治
・
宗
教
・
文
学
等
の
領
域
か
ら
総
合
的
に
捉
え
る
文
明
史
的
な
記
述
を
標

榜
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
的
な
変
遷
の
み
を
記
述
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
う
し
た
記
述
の
偏
り
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
島
田
三
郎
や
末
広
鉄

腸
か
ら
の
批
判
も
あ
っ
た
。
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
田
口
卯
吉
は
次
の
よ
う
に

答
え
る
。

恐
ら
く
は
世
間
開
化
史
の
名
を
聞
き
、
専
ら
文
物
の
変
遷
を
記
す
る
も
の

な
り
と
誤
認
す
る
も
の
あ
ら
ん
、
故
に
茲
に
之
を
弁
ぜ
ざ
る
を
得
ざ
る
な

り
。
蓋
し
開
化
史
は
社
会
の
史
な
り
、
抑
々
人
間
社
会
に
は
大
理
あ
り
、

封
建
の
破
る
ゝ
ゆ
え
ん
、
郡
県
の
興
る
ゆ
え
ん
、
専
制
政
府
の
腐
敗
す
る

ゆ
え
ん
、
叛
民
の
蜂
起
す
る
ゆ
え
ん
、
衣
服
飲
食
住
宅
の
盛
衰
す
る
ゆ
え

ん
、
皆
な
源
因
な
く
し
て
発
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
而
し
て
是
又
他
の
源

因
と
な
ら
ざ
る
な
し
。
之
を
称
し
て
大
勢
と
い
ふ
。（
中
略
）
西
洋
に
於

て
は
此
大
勢
多
く
文
物
の
進
歩
の
元
素
を
有
し
、
支
那
に
於
て
は
多
く
政

治
権
力
の
元
素
を
有
す
。
是
れ
二
開
化
史
を
し
て
異
相
を
呈
せ
し
む
る
も

の
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず10

）
。

一
般
の
文
明
史
理
解
と
田
口
の
理
解
に
は
隔
た
り
が
あ
る
。
田
口
が
依
拠
す

る
ギ
ゾ
ー
の
「
文
明
史
」
は
、
歴
史
的
な
変
遷
を
左
右
す
る
も
の
と
し
て
政
治

的
な
要
因
を
最
も
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
『
支
那
開
化
小

史
』
は
ギ
ゾ
ー
の
「
文
明
史
」
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
書
物
で
あ
っ
た11

）
。
こ

う
し
た
「
文
明
史
」
理
解
と
、
社
会
の
発
展
が
政
治
に
よ
り
決
定
づ
け
ら
れ
る

と
い
う
、
田
口
の
中
国
理
解
を
考
慮
す
れ
ば
、『
支
那
開
化
小
史
』
は
政
治
史

で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
文
明
史
」
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
。

二

明
石
孫
太
郎
『
新
体
支
那
歴
史
』

明
治
二
十
四
年
五
月
、
明
石
孫
太
郎
『
新
体
支
那
歴
史

上
巻
』
が
大
倉
保

五
郎
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
著
者
明
石
孫
太
郎
は
安
政
三
年
に
熊
本
に
生
ま
れ
、

二
十
二
年
に
は
東
京
英
吉
利
法
律
学
校
に
学
び
、
こ
の
時
期
、
第
一
高
等
学
校

の
教
師
を
務
め
て
い
た12

）
。
こ
の
『
新
体
支
那
歴
史
』
は
、
そ
の
扉
を
見
る
と

「
中
学
校
及
師
範
学
校
用
書
」
と
銘
打
た
れ
て
お
り
、
中
学
校
や
尋
常
師
範
学

校
の
歴
史
教
科
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
序
言
を
見
て
み

よ
う
。西

洋
に
て
は
何
事
に
ま
れ
、
凡
て
の
事
物
に
原
因
結
果
あ
る
は
、
一
般
普

通
の
定
理
と
せ
り
。
故
へ
を
以
て
西
洋
古
代
の
史
乗
は
姑
ラ
く

く
も
、

近
古
以
来
の
歴
史
は
、
概
ね
皆
ナ
原
因
と
結
果
と
を
主
と
し
、
之
に
加
ふ

る
に
自
己
の
意
見
を
附
し
て
、
前
後
の
関
係
を
明
ら
か
に
せ
ざ
る
は
な
き

な
り
。
且
つ
夫
れ
古
今
の
事
跡
な
る
も
の
も
、
僅
カ
に
是
レ
王
家
の
日
誌

や
、
英
雄
豪
傑
の
軍
記
の
み
に
限
り
し
も
の
に
あ
ら
ず
、
普
く
社
会
万
般

の
事
物
に
渉
り
て
、
復
タ
遺
憾
す
べ
き
な
き
も
の
な
り
。（
中
略
）
輓
近
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英
国
に
て
有
名
な
る
史
学
家
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
エ
ー
・
フ
リ
ー
マ
ン
の
歴

史
定
義
中
の
大
意
を
撮
挙
補
訳
せ
ん
に
曰
く
、「
歴
史
な
る
も
の
は
、
或

る
社
会
を
成
し
た
る
一
般
人
類
が
、
進
化
の
大
勢
に
棲
息
し
て
、
盛
衰
隆

替
せ
る
原
因
結
果
の
関
係
を
洗
発
す
る
に
足
る
べ
き
、
緊
要
な
る
事
実
を

選
択
歴
叙
す
る
も
の
な
り
」
と
。
予
が
将
に
叙
せ
ん
と
す
る
所
の
歴
史
も

亦
唯
た
斯
の
意
を
用
ふ
る
に
外
な
ら
ず
。（
同
書
三
｜
五
頁
）

『
新
体
支
那
歴
史
』
は
『
支
那
開
化
小
史
』
と
同
じ
く
、
歴
史
的
変
遷
の
原

因
と
結
果
を
記
述
す
る
新
た
な
歴
史
教
科
書
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
中
国

の
地
理
・
風
俗
の
記
述
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
太
古
か
ら
秦
・
漢
ま
で
の
歴
史
的

変
遷
を
一
章
か
ら
十
一
章
に
わ
た
り
記
述
し
て
い
る
。
例
え
ば
五
章
の
内
容
は
、

①
「
創
世
記
」
②
「
世
界
人
種
の
起
源
」
③
「
西
洋
最
古
の
邦
国
」
④
「
人
類

の
繁
殖
」
⑤
「
収
論
」
⑥
「
太
昊
氏
伏
義
氏
」
⑦
「
収
論
」
⑧
「
黄
帝
軒

氏
」
と
な
っ
て
い
る
。
続
く
六
章
は
、
①
「
文
字
」
②
「
政
治
」
③
「
刑
罰
」

④
「
礼
楽
」
⑤
「
兵
備
」
⑥
「
風
俗
」
⑦
「
食
物
」
⑧
「
衣
服
」
⑨
「
建
築
」

⑩
「
絵
画
」

「
数
学
」

「
天
文
学
」

「
暦
法
」

「
明
理
学
」

「
卜

筮
」

「
医
薬
」

「
器
物
」

「
貨
幣
」

「
結
論
」
と
な
っ
て
い
る
。

『
支
那
開
化
小
史
』
が
政
治
史
に
記
述
が
偏
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、『
新
体
支

那
歴
史
』
は
宗
教
や
文
学
な
ど
社
会
万
般
の
変
遷
も
あ
わ
せ
て
記
述
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
後
の
訴
訟
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
『
新
体
支
那
歴

史
』
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
ウ
ィ
ン
ト
ン
の
歴
史
教
科
書
に
範
を
と
っ
た
も
の
だ

っ
た
。
こ
の
教
科
書
は
、
政
治
・
法
律
・
宗
教
・
文
学
な
ど
、
社
会
一
般
の
歴

史
的
な
変
遷
の
因
果
関
係
を
記
述
す
る
文
明
史
で
あ
り
、
明
治
十
九
年
六
月
に

は
植
田
栄
訳
『
須
因
頓
万
国
史
』（
岩
本
米
太
郎
刊
）
と
し
て
翻
訳
出
版
さ
れ
た
。

文
明
史
と
政
治
史
と
い
う
違
い
を
持
つ
一
方
で
、『
新
体
支
那
歴
史
』
は
、

『
支
那
開
化
小
史
』
の
記
述
を
文
中
何
の
こ
と
わ
り
も
な
く
借
用
し
て
い
る
。

『
支
那
開
化
小
史
』
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

蓋
し
漢
の
高
祖
能
く
世
の
群
雄
を
制
し
た
る
も
、
其
皇
后
呂
氏
を
制
す
る

能
は
ざ
り
き
。
呂
氏
敏
に
し
て
能
く
大
事
を
専
行
せ
り
。
韓
信
を
殺
し
た

る
も
呂
后
の
専
決
す
る
所
な
り
き
。
彭
越
を
殺
し
た
る
も
呂
后
の
専
決
し

た
る
所
な
り
き
。
去
れ
ば
高
祖
常
に
之
を
憚
か
り
其
権
を
殺
か
ん
と
欲
す

る
と
久
し
。
呂
后
の
生
む
所
の
太
子
柔
弱
な
る
を
以
て
之
を
廃
し
、
趙
王

如
意
を
以
て
太
子
と
為
さ
ん
と
欲
し
た
る
も
呂
后
の
権
強
き
を
以
て
俄
に

之
を
行
ふ
能
は
ざ
り
き
（『
支
那
開
化
小
史

巻
之
二
』
一
三
九
｜
一
四
○
頁
）

明
石
は
こ
の
『
支
那
開
化
小
史
』
の
字
句
を
借
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に

書
き
換
え
る
。

夫
レ
高
祖
の
力
、
能
く
秦
室
を
斃
し
、
能
く
項
氏
を
滅
し
、
又
能
く
天
下

の
群
雄
を
統
御
し
た
る
も
、
独
り
其
后
呂
氏
に
至
り
て
は
、
得
て
制
す
る

能
は
ざ
り
き
。
蓋
シ
呂
后
の
人
と
な
り
英
敏
に
し
て
果
敢
、
是
を
以
て
専

は
ら
能
く
大
事
を
処
せ
り
。
若
夫
ノ
韓
信
及
び
彭
越
を
殺
す
は
、
是
レ
長

男
子
の
難
ず
る
所
、
而
る
に
呂
后
は
、
婦
女
子
の
身
に
し
て
、
容
く
之
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を
な
し
た
り
。
呂
后
の
技
倆
凡
て
如
是
の
憚
る
べ
く
畏
る
べ
き
も
の
あ
る

を
以
て
、
高
祖
は
則
ち
其
権
を
殺
か
ん
と
欲
せ
し
や
已
に
久
し
。
高
祖
嘗

て
意
ら
く
、「
呂
后
生
む
所
の
太
子
盈
は
、
其
人
と
な
り
仁
弱
な
る
を
以

て
之
を
廃
し
、
戚
夫
人
生
む
所
の
趙
王
如
意
は
、
そ
の
己
れ
に
類
せ
る
を

以
て
、
立
て
ゝ
太
子
と
な
さ
ん
」
と
。
然
レ
ど
も
呂
后
の
権
強
き
と
、
大

臣
の
服
せ
ざ
り
し
と
を
以
て
、
之
を
止
め
た
り
き
（『
新
体
支
那
歴
史
』
二

三
三
｜
二
三
四
頁
）

訴
訟
に
お
い
て
、
明
石
は
こ
の
個
所
は
『
支
那
開
化
小
史
』
で
は
な
く
、

『
史
記
』
を
典
拠
に
し
た
も
の
だ
と
主
張
す
る13

）
。
し
か
し
『
史
記
』
の
左
の
該

当
個
所
を
見
て
み
る
と
、『
新
体
支
那
歴
史
』
の
記
述
と
の
類
似
点
は
少
な
い

こ
と
が
分
か
る
。

呂
太
后
は
、
高
祖
の
微
な
り
し
時
の
妃
な
り
。
孝
恵
帝
・
女
魯
元
太
后
を

生
む
。
高
祖
漢
王
と
為
る
に
及
び
て
、
定
陶
の
戚
姫
を
得
、
愛
幸
し
、
趙

の
隠
王
如
意
を
生
む
。
孝
恵
、
人
と
為
り
仁
弱
な
り
。
高
祖
以
為
へ
ら
く
、

我
に
類
せ
ず
、
と
。
常
に
、
太
子
を
廃
し
て
戚
姫
の
子
如
意
を
立
て
ん
と

欲
す
。
如
意
は
我
に
類
す
、
と
。
戚
姫
幸
せ
ら
れ
、
常
に
上
に
従
ひ
て
関

東
に
之
き
、
日
夜
啼
泣
し
、
其
の
子
を
立
て
て
太
子
に
代
ら
し
め
ん
と
欲

す
。

呂
后
、
年
長
じ
、
常
に
留
守
し
、
上
に
見
ゆ
る
こ
と
希
に
、
益
ゝ
疏
ん
ぜ

ら
る
。
如
意
、
立
ち
て
趙
王
と
為
る
。
後
幾
ど
太
子
に
代
ら
し
め
ん
と
す

る
者
数
ゝ
な
り
。
大
臣
之
を
争
ふ
と
、
留
侯
の
策
と
に
頼
り
、
太
子
、
廃

せ
ら
る
る
こ
と

き
を
得
た
り14

）
。

『
新
体
支
那
歴
史
』
は
『
支
那
開
化
小
史
』
と
異
な
る
編
纂
法
を
用
い
な
が

ら
も
、『
支
那
開
化
小
史
』
の
字
句
を
大
幅
に
無
断
借
用
し
て
書
か
れ
た
書
物

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

歴
史
書
の
「
意
匠
」

明
治
二
十
二
年
に
は
、
歴
史
書
の
剽
窃
事
件
が
頻
発
し
た
。
同
年
の
『
出
版

月
評
』（
五
月
二
十
五
日
か
ら
六
月
二
十
五
日
）
に
お
い
て
、
大

子
は
、
那
珂

通
世
編
『
支
那
通
史
』（
同
年
五
月
、
中
央
堂
刊
）
と
市
村

次
郎
・
瀧
川
亀
次

郎
合
著
『
支
那
史
』（
同
年
四
月
、
吉
川
半
七
刊
）
に
つ
い
て
、「
何
ゾ
其
ノ
印

行
ノ
歳
月
ノ
相
近
ク
、
而
シ
テ
編
修
ノ
体
裁
ノ
相
似
タ
ル
ヤ
」
と
そ
の
類
似
性

を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
出
版
月
評
』
二
五
号
（
十
月
二
十
五
日
）
で
は
、

大

子
は
、
北
村
三
郎
著
『
支
那
帝
国
史
』（
五
年
二
月
、
博
文
館
刊
）
に
つ

い
て
、「
支
那
帝
国
史
ハ
前
二
著
（
※
『
支
那
通
史
』
と
『
支
那
史
』）
ヲ
生

踏

襲
セ
シ
モ
ノ
ア
リ
。
何
ト
ナ
レ
バ
則
支
那
帝
国
史
ノ
編
制
体
制
ハ
殆
ン
ド
前
二

著
ト
異
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
」
と
非
難
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
で
無
慮
散
人
（
志
賀
重
昻
）
は
、『
出
版
月
評
』（
十
二
月
二
十

七
日
・
翌
二
十
三
年
一
月
三
十
一
日
・
二
月
二
十
五
日
）
に
お
い
て
、
松
井
広
吉

著
『
日
本
帝
国
史
』（
二
十
二
年
八
月
、
博
文
館
刊
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
批

判
す
る
。
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此
書
ノ
嵯
峨
正
作
氏
編
ノ
日
本
史
綱
ト
酷
類
セ
ル
ヲ
知
レ
リ
。（
中
略
）

独
リ
以
為
ラ
ク
、
日
本
帝
国
史
ノ
意
匠
組
織
ハ
日
本
史
綱
ヨ
リ
脱
胎
ス
ル

者
ノ
如
ク
、
而
シ
テ
此
嫌
ヲ
避
ケ
ン
為
メ
、
日
本
帝
国
史
ノ
著
者
ハ
故
ラ

ニ
日
本
史
綱
ト
紀
事
排
置
ヲ
少
変
シ
、
時
ニ
或
ハ
蛇
足
ト
モ
想
フ
ベ
キ
自

家
ノ
意
見
ヲ
附
添
シ
（
後
略
）

こ
こ
で
は
歴
史
書
の
差
異
が
問
わ
れ
る
場
に
お
い
て
、「
意
匠
」
と
い
う
も

の
に
関
心
が
注
が
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。『
日
本
帝
国
史
』
の
著
者

松
井
は
、
後
年
、
こ
の
無
慮
散
人
の
批
判
の
背
景
に
は
、
廉
価
で
歴
史
書
そ
の

他
を
出
版
し
て
い
た
博
文
館
へ
の
反
発
が
あ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る15

）
。
松
井
は

こ
の
批
判
に
対
し
て
、『
日
本
帝
国
史
』
を
絶
版
と
し
、
示
談
に
よ
っ
て
解
決

し
た
。
同
じ
博
文
館
出
版
の
『
支
那
帝
国
史
』
も
、
博
文
館
の
編
集
に
携
わ
っ

て
い
た
坪
谷
善
四
郎
と
相
談
の
結
果
、
や
は
り
示
談
で
処
理
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
博
文
館
出
版
の
歴
史
書
に
対
す
る
批
判
を
受
け
て
、
坪
谷
善
四
郎

は
、
明
治
二
十
五
年
三
月
十
日
、『
日
本
之
法
律
』
三
号
に
お
い
て
「
版
権
侵

害
を
誣
え
て
、
其
の
被
告
が
迷
惑
を
感
ず
る
を
奇
貨
と
し
、
之
に
よ
り
て
不
正

の
利
得
を
貪
ぼ
ら
ん
と
欲
す
る
者
亦
恕
す
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
し
た
上
で
、
次

の
よ
う
に
言
う16

）
。

元
来
、
歴
史
地
理
等
の
版
権
は
、
他
書
の
版
権
と
は
異
に
し
て
、
其
範
囲

は
稍
々
狭
か
る
べ
き
も
の
と
す
、
何
と
な
れ
ば
、
他
書
に
あ
り
て
は
其
の

書
す
る
所
の
事
実
と
、
議
論
と
、
文
章
と
、
将
た
全

の
構
成
に
至
る
ま

で
、
大
抵
著
者
の
脳
漿
中
よ
り
絞
り
出
す
所
の
学
識
に
よ
る
も
の
に
し
て
、

盡
く
之
を
私
有
す
べ
き
も
の
な
り
、
然
れ
ど
も
歴
史
地
理
に
至
て
は
、
其

の
記
す
る
所
の
大
部
分
は
全
く
事
実
に
し
て
、
世
人
の
一
般
に
共
有
す
る

所
の
も
の
な
り
（
中
略
）
然
れ
ど
も
其
の
之
を
記
せ
る
所
の
文
章
が
、
著

者
自
身
の
手
に
成
れ
る
も
の
な
る
と
き
は
、
他
人
故
な
く
之
れ
を
取
る
こ

と
を
得
ず
、
而
し
て
亦
た
其
事
実
を
排
列
す
る
に
も
、
斬
新
警

の
機
軸

を
出
し
、
之
れ
に
よ
り
て
便
を
読
者
に
与
ふ
る
と
き
は
、
其
の
意
匠
は
著

者
の
私
有
物
に
し
て
、
他
人
は
決
し
て
奪
ふ
こ
と
能
は
ず
、
況
ん
や
其
事

実
の
関
係
に
就
き
て
著
者
が
下
す
所
の
論
断
は
、
若
し
前
人
の
未
た
言
は

ざ
る
所
な
ら
ん
に
は
、
是
れ
著
者
の
創
意
な
り
、
此
の
創
意
は
亦
著
者
の

私
有
に
属
し
、
他
人
は
其
の
承
諾
を
得
ず
し
て
之
を
借
用
す
る
こ
と
を
得

べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
但
し
此
の
如
く
に
説
く
は
、
版
権
の
性
質
を
尤
と
も

厳
格
に
解
釈
し
た
る
も
の
な
り
、
故
に
唯
々
他
人
の
記
事
を
、
自
家
の
考

証
の
為
に
、
少
部
分
引
用
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
が
如
き
は
差
支
無
か
る
べ
し
。

坪
谷
に
よ
れ
ば
、「
意
匠
」
と
は
、
諸
事
実
の
間
に
結
ば
れ
た
創
造
的
な
関

係
を
指
す
。
こ
う
し
た
「
意
匠
」
へ
の
注
視
は
、
ま
ず
明
治
十
年
代
半
ば
に
美

術
の
領
域
で
行
わ
れ
た
。
美
術
の
領
域
で
「
意
匠
」
と
は
、
美
の
核
心
と
も
言

う
べ
き
、
形
式
と
内
容
双
方
に
実
現
さ
れ
た
各
部
分
の
有
機
的
な
関
係
を
指
し

た
。
こ
の
「
意
匠
」
へ
の
眼
差
し
は
、
明
治
二
十
年
前
後
に
文
学
の
領
域
に
も

取
り
こ
ま
れ
た
。
文
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、「
意
匠
」
と
は
、
場
面
や
登
場
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人
物
の
設
定
に
お
け
る
各
部
分
が
構
成
す
る
有
機
的
な
関
係
を
指
し
た
。
こ
う

し
た
「
意
匠
」
を
め
ぐ
る
動
き
は
田
口
に
と
っ
て
も
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。

明
治
十
八
年
八
月
八
日
か
ら
九
月
十
二
日
に
か
け
て
『
東
京
経
済
雑
誌
』
上
で
、

田
口
は
演
劇
・
音
曲
・
文
学
・
工
業
・
風
俗
に
ま
た
が
り
、「
意
匠
論
」
を
展

開
し
て
い
る
。
田
口
も
小
説
の
「
意
匠
」
に
大
き
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

明
治
十
九
年
、
東
海
散
士
は
服
部
撫
松
『
通
俗
佳
人
之
奇
遇
』
を
自
作
の

『
佳
人
之
奇
遇
』
の
偽
版
で
あ
る
と
告
発
し
た
。
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
主
な
争

点
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
「
意
匠
」
の
剽
窃
で
あ
っ
た
。
こ
の
訴
訟
は
大
審
院

に
ま
で
上
告
さ
れ
、『
読
売
新
聞
』『
東
京
朝
日
新
聞
』
な
ど
に
よ
り
広
く
報
道

さ
れ
た
。
明
治
二
十
三
年
五
月
二
十
九
日
、
大
審
院
は
、『
通
俗
佳
人
之
奇
遇
』

を
「
意
匠
」
の
剽
窃
を
行
っ
た
偽
版
と
し
て
、
服
部
敗
訴
の
判
決
を
下
し
て
い

る
。
こ
の
時
期
の
文
学
の
領
域
で
は
、
小
説
は
た
と
え
先
行
の
小
説
を
踏
襲
し

て
い
た
と
し
て
も
、
先
行
の
小
説
と
は
異
な
る
新
た
な
「
意
匠
」
を
持
っ
て
い

れ
ば
、
先
行
の
小
説
と
同
じ
よ
う
に
差
異
を
持
つ
、
つ
ま
り
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

を
持
つ
と
認
め
ら
れ
る
が
、
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
先
行
の
小
説
の
盗
作
と
し
て

否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る17

）
。「
意
匠
」
は
小
説
間
の
差
異
を
計
る
主
要
な
物
差
し

と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
歴
史
書
の
差
異
が
問
わ
れ
る
場
で
、「
意
匠
」
と
い

う
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
時
期
、
文
学
の
領
域
に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う

に
「
意
匠
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
十
九
世
紀
の
欧
米
に
お
い
て
、
歴
史
学
が
諸
事
実
の
有
機
的
な
因
果

関
係
の
記
述
を
重
視
し
、
小
説
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
、
明
治
二
十
年

前
後
の
日
本
の
歴
史
改
良
論
も
、
こ
う
し
た
動
き
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
い
。
こ
の
時
期
の
日
本
で
は
、
こ
う
し
た
歴
史
改
良

が
す
す
む
一
方
で
、
文
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、
欧
米
の
、
歴
史
学
か
ら
諸
事

実
の
有
機
的
な
因
果
関
係
の
記
述
を
学
ん
だ
小
説
に
範
を
と
り
な
が
ら
、
新
た

な
小
説
の
創
造
が
行
わ
れ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
美
術
の
領
域
に
現
れ
た
、
諸

要
素
の
間
の
有
機
的
な
関
係＝

「
意
匠
」
へ
の
注
視
が
、
時
期
を
同
じ
く
し
て

歴
史
と
文
学
の
領
域
に
、
書
物
間
の
差
異
を
計
る
尺
度
と
し
て
取
り
こ
ま
れ
た

理
由
も
理
解
出
来
よ
う
。

し
か
し
坪
谷
の
反
論
に
話
を
戻
せ
ば
、
歴
史
の
領
域
に
取
り
こ
ま
れ
た
「
意

匠
」
は
、
文
学
の
領
域
の
そ
れ
と
は
扱
い
が
異
な
る
。
書
物
の
「
意
匠
」
は
創

造
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
作
者
の
所
有
の
対
象
と
な
る
。
が
、
歴
史
書
の
場
合
、

諸
事
実
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
間
に
発
見
さ
れ
た
「
意
匠
」
も
ま
た
事
実
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
理
屈
を
厳
密
に
適
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
こ

に
は
同
時
期
に
歴
史
と
文
学
の
領
域
で
注
視
さ
れ
な
が
ら
も
、
所
有
の
対
象
と

は
な
り
得
な
い
、
歴
史
書
の
「
意
匠
」
の
特
殊
な
性
格
が
浮
か
び
上
が
る
。

四

一
審
と
訴
訟

明
治
二
十
四
年
七
月
十
七
日
の
『
読
売
新
聞
』
紙
上
に
、『
新
体
支
那
歴
史
』

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
批
評
が
載
せ
ら
れ
た
。

先
に
は
田
口
氏
日
本
開
化
小
史
の
著
あ
り
、
北
村
氏
支
那
歴
史
の
著
あ
り

た
れ
ど
も
、
何
れ
も
完
備
に
近
き
も
の
と
は
云
ひ
難
し
。
此
書
は
明
石
中
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和
氏
の
著
述
に
な
り
、
勉
め
て
新
体
の
編
纂
法
に
よ
れ
る
も
の
な
れ
ど
も
、

事
実
の
精
疎
編
述
の
順
序
等
に
関
し
て
は
多
少
不
完
全
の
所
な
き
に
あ
ら

ず
。
事
に
文
章
の
□
□
に
し
て
文
学
の
不
□
化
な
□
等
、
欠
点
を
挙
ぐ
れ

ば
随
分
少
か
ら
ざ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
西
洋
流
に
支
那
歴
史
を
書
き
た

る
も
の
の
少
き
今
日
に
あ
つ
て
は
、
先
づ
〳
〵
上
出
来
の
方
と
云
ふ
て
可

な
る
べ
し
。
殊
に
著
者
が
最
も
力
を
用
ひ
た
る
は
、
教
科
用
書
に
適
せ
し

め
ん
と
す
る
に
あ
り
た
る
が
如
く
な
れ
ば
、
初
学
者
の
為
に
便
益
あ
る
事

少
か
ら
ざ
る
べ
し
（『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
七
月
十
七
日
）

同
年
八
月
二
十
二
日
の
『
東
京
経
済
雑
誌
』（
五
八
六
号
）
の
「
新
体
支
那

歴
史
を
読
む
」
に
よ
れ
ば
、
田
口
は
こ
の
批
評
を
き
っ
か
け
と
し
て
『
新
体
支

那
歴
史
』
を
読
み
、
自
著
か
ら
の
無
断
借
用
に
驚
い
た
と
い
う
。
田
口
は
『
新

体
支
那
歴
史
』
を
次
の
よ
う
に
非
難
す
る
。

今
ま
其
著
者
明
石
中
和
氏
が
余
の
支
那
開
化
小
史
よ
り
文
章
を
抄
出
す
る

事
此
の
如
き
多
き
に
就
い
て
は
、
一
応
は
余
の
承
諾
を
求
む
る
こ
と
礼
な

り
。
然
ら
ざ
る
も
原
書
の
名
を
記
す
る
こ
と
は
至
当
の
手
続
な
る
べ
し
。

然
る
に
今
ま
明
石
氏
は
此
の
如
き
手
続
を
為
さ
ゞ
る
の
み
な
ら
ず
（
中

略
）
氏
は
必
ず
其
記
す
る
所
を
以
て
自
説
な
り
と
云
ふ
な
る
べ
し
。
然
ら

ば
則
ち
余
は
氏
と
共
に
此
思
想
の
権
利
を
争
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
夫
れ
単

に
史
を
記
す
る
は
易
々
た
る
の
み
、
然
れ
ど
も
従
来
記
す
る
所
の
事
実
に

因
り
、
社
会
の
大
勢
を
観
察
し
其
源
因
結
果
を
対
照
す
る
に
至
り
て
は
、

十
分
な
る
考
究
を
要
す
る
こ
と
な
り
。
余
の
支
那
開
化
小
史
に
於
け
る
思

想
を
費
や
し
た
る
所
は
実
に
之
に
あ
る
な
り
。

田
口
は
、
約
二
十
箇
所
に
わ
た
る
剽
窃
に
つ
い
て
両
書
の
対
照
表
を
作
成
し

た
。『
新
体
支
那
歴
史
』
に
対
す
る
田
口
の
批
判
は
単
に
誌
上
の
批
判
に
止
ま

ら
な
か
っ
た
。
明
石
の
剽
窃
に
対
し
て
、「
意
匠
」
の
権
利
を
主
張
す
る
田
口

は
訴
訟
を
決
意
す
る
。
田
口
に
訴
訟
を
促
し
た
背
景
に
は
、
頻
発
す
る
歴
史
書

の
剽
窃
事
件
に
対
す
る
「
近
時
文
学
士
の
徳
義
地
に
墜
つ
る
を
悼
む
」
と
い
う

啓
蒙
的
な
意
識
の
他
に
、
前
述
の
教
科
用
図
書
と
し
て
再
版
さ
れ
た
自
著
の
売

上
の
問
題
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

明
治
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日
、
一
回
目
の
公
判
は
東
京
地
方
裁
判
所
内

麹
町
区
裁
判
所
出
張
所
に
お
い
て
開
廷
さ
れ
た18

）
。
訴
訟
は
、
田
口
卯
吉
が
提
出

し
た
『
東
京
経
済
雑
誌
』
の
対
照
表
を
も
と
に
行
わ
れ
た
。
川
谷
勝
文
判
事
は

「
田
口
卯
吉
の
著
述
に
て
明
治
二
十
一
年
二
月
大
成
し
た
る
支
那
開
化
小
史
な

る
も
の
あ
る
が
其
方
は
見
た
る
こ
と
あ
り
や
」
と
問
う
が
、
明
石
は
「
見
し
こ

と
あ
り
、
併
し
其
れ
を
取
り
て
拵
へ
る
な
ど
ゝ
い
ふ
こ
と
は
致
し
ま
せ
ぬ
」
と

答
え
る
。

こ
の
対
照
表
を
も
と
に
判
事
と
検
事
は
性
急
に
審
議
を
行
お
う
と
す
る
。
川

谷
判
事
は
「
事
実
は
最
早
分
明
な
れ
ば
、
弁
護
人
の
請
求
す
る
が
如
き
取
調
の

必
要
な
し
と
思
ふ
」
と
言
い
、
川
村
亨
検
事
は
「
経
済
雑
誌
に
載
せ
た
る
点
を

以
て
す
る
も
、
田
口
卯
吉
の
申
す
如
く
被
告
に
於
て
剽
窃
せ
し
こ
と
は
十
分
明

な
ら
ん
」
と
断
言
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
明
石
の
弁
護
人
宮
城
浩
蔵
は
「
田
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口
卯
吉
の
開
化
小
史
は
史
論
体
に
し
て
論
理
に
渉
る
も
の
ゆ
へ
、
何
れ
か
意
匠

の
剽
窃
に
し
て
何
れ
か
文
章
の
剽
窃
な
り
と
明
示
さ
る
れ
は
弁
解
の
道
も
立
つ

次
第
で
あ
り
ま
す
」
と
反
論
し
た
。

明
治
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日
の
午
前
九
時
半
、
二
回
目
の
公
判
が
始
ま

っ
た19

）
。
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
編
纂
法
と
意
匠
の
問
題
で
あ
っ
た
。
明
石

は
次
の
よ
う
に
反
論
を
開
始
し
た
。

抑
も
支
那
開
化
小
史
は
政
治
部
内
の
一
部
分
に
於
て
、
即
ち
内
政
の
変
革

を
論
述
し
た
り
、
而
し
て
新
体
支
那
歴
史
は
内
政
は
勿
論
外
政
…
…
外
交

上
の
関
係
、
開
化
の
事
実
及
其
沿
革
等
一
々
記
述
せ
さ
る
は
無
く
、
天
下

の
広
き
盲
者
を
除
く
の
外
、
開
化
小
史
と
新
体
支
那
歴
史
と
同
一
な
り
と

云
ふ
も
の
は
万
々
之
れ
無
か
る
へ
し
、
若
し
あ
り
と
す
れ
は
是
れ
恰
も

「
ス
」
氏
の
万
国
史
と
「
ギ
」
氏
の
文
明
史
と
同
一
な
り
と
云
ふ
と
同
く

天
下
の

笑
を
免
れ
さ
る
へ
し
（
中
略
）
新
体
支
那
歴
史
は
「
フ
リ
ー
マ

ン
」
の
説
に
基
き
支
那
古
今
社
会
の
事
実
及
世
界
の
大
勢
を
洞
察
し
、
以

て
盛
衰
隆
替
に
関
す
る
原
因
結
果
の
関
係
を
明
に
す
べ
き
事
実
を
撰
取
し

編
述
し
た
る
も
の
に
し
て
、
毎

毎
章
其
原
因
結
果
の
由
る
処
を
明
に
し

て
大
勢
の
推
移
を
舒
べ
た
る
所
謂
大
領
観
察
な
り
（
中
略
）
支
那
開
化
小

史
は
史
論
体
に
よ
り
て
社
会
の
大
勢
事
実
の
変
遷
を
記
し
た
る
は
、
是
れ

開
化
小
史
の
謬
見
に
坐
し
た
る
も
の
に
し
て
其
観
察
た
る
や
一
個
観
察
な

り
、
其
訳
如
何
と
な
れ
は
開
化
小
史
は
社
会
の
大
勢
事
情
の
変
遷
を
一

個
々
々
に
舒
述
し
た
れ
は
な
り
、
是
れ
二
者
其
観
察
の
最
も
相
違
し
た
る

点
な
り
と
す
、
縦
令
意
匠
を
剽
窃
し
た
り
と
云
ふ
も
社
会
の
成
行
の
上
に

於
て
多
少
同
一
の
点
を
生
す
る
も
必
竟
一
定
不
易
の
事
実
に
付
き
述
ふ
る

の
結
果
な
り
、
又
其
事
実
と
て
も
政
治
の
変
遷
を
記
す
る
や
必
要
に
し
て

之
を
記
せ
さ
れ
は
社
会
の
成
行
を
記
す
る
歴
史
は
決
し
て
作
る
こ
と
能
は

さ
る
も
の
な
り

明
石
は
、『
支
那
開
化
小
史
』
は
、
政
治
的
な
変
遷
の
原
因
・
結
果
の
み
を

叙
述
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
新
体
支
那
歴
史
』
は
、
政

治
・
外
交
・
文
化
の
領
域
に
わ
た
り
そ
れ
ぞ
れ
の
原
因
・
結
果
を
一
つ
一
つ
叙

述
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
編
纂
法
に
明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

ま
た
明
石
は
、『
新
体
支
那
歴
史
』
中
の
記
述
は
、
確
か
に
『
支
那
開
化
小
史
』

中
の
政
治
的
な
変
遷
の
因
果
関
係
の
記
述
を
剽
窃
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ

れ
は
二
つ
の
書
物
が
似
た
よ
う
な
先
行
の
歴
史
書
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
た
め

に
生
じ
た
、
必
然
的
に
避
け
ら
れ
な
い
「
類
似
」
だ
と
抗
弁
す
る
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、『
新
体
支
那
歴
史
』
は
『
支
那
開
化
小
史
』
中
の
記
述
を

無
断
で
借
用
し
て
い
た
。
が
、
明
石
は
そ
の
事
実
を
否
定
し
、
対
照
表
で
あ
げ

ら
れ
た
「
類
似
」
箇
所
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。
ま
ず
『
支
那
開

化
小
史
』
を
見
て
み
よ
う
。

（
Ａ
）
人
口
漸
く
増
殖
し
邑
を
成
し
都
を
成
し
、
境
域
相
接
す
る
に
及
ひ

て
、
此
等
の
氏
族
の
内
、
干
支
を
制
す
る
を
以
て
尊
バ
れ
て
王
た
る
も
の

天
皇
氏
あ
り
。
歳
月
を
制
す
る
を
以
て
王
た
る
も
の
地
皇
氏
あ
り
。
九
州
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を
分
ち
君
臣
男
女
の
制
を
立
つ
る
を
以
て
王
た
る
も
の
人
皇
氏
あ
り
。
木

を
構
へ
て
巣
を
作
る
を
教
へ
た
る
を
以
て
王
た
る
も
の
有
巣
氏
あ
り
。
民

に
火
食
を
教
へ
結
縄
の
政
を
行
ふ
を
以
て
王
た
る
も
の
燧
人
氏
あ
り
。

（
中
略
）
蓋
し
此
渺
茫
た
る
広
野
に
散
在
せ
る
氏
族
の
中
に
て
、
最
も
智

力
あ
り
威
力
あ
る
も
の
、
交
々
立
ち
て
王
と
な
り
し
な
る
べ
し
。
伏
義
氏

よ
り
以
前
に
於
て
は
（
Ｂ
）
王
者
の
国
都
何
処
な
り
し
や
今
ま
知
る
べ
か

ら
ず
、
意
ふ
に
彼
の
二
水
の
間
に
介
せ
る
沃
野
の
内
に
住
居
せ
し
も
の
な

ら
ん
。（
Ｃ
）
司
馬
遷
、
貨
殖
伝
に
於
て
書
し
て
曰
く
「
楚
越
之
地
、
地

広
人
稀
、
飯
稲
羹
魚
、
或
火
耕
而
水

、
果

蛤
、
不
待

而
足
、
地

勢
饒
食
、
無
饑
饉
之
患
、
以
故

生
、
無
積
聚
而
多
貧
、
是
故
江
淮

以
南
、
無
凍
餓
之
人
、
亦
無
千
金
之
家
、

泗
以
北
、
宜
五
穀
桑
麻
六
畜
、

地
小
人
衆
、
数
被
水
旱
之
害
、
民
好
蓄
蔵
、
故
秦
夏
梁
魯
、
奴
農
而
重
民
、

三
河
宛
陳
亦
然
、
加
以
商

、
斉
趙
設
智
巧
仰
機
利
、
燕
代
田
畜
而
事

」
と
。
茲
に
江
淮
以
南
と
称
す
る
は
、
今
の
湖
北
、
安
徽
、
江
蘇
、
諸

省
以
南
の
地
に
し
て
、
江
水
の
南
北
一
帯
を
云
ふ
な
り
。
又
た

泗
以
北

と
は
今
の
山
東
、
河
南
、

西
、
以
北
の
地
に
し
て
河
水
の
南
北
一
帯
を

云
ふ
な
り
。
実
に
や
歴
代
の
帝
王
若
く
は
強
諸
侯
の
都
城
を
定
め
た
る
地

は
概
ね
河
水
の
沿
岸
に
あ
り
。
此
地
方
外
部
の
事
情
能
く
人
智
を
し
て
発

達
せ
し
む
る
も
の
あ
り
と
見
え
た
り
。（『
支
那
開
化
小
史

巻
之
一
』
三
｜

六
頁
）

こ
れ
に
対
応
す
る
『
新
体
支
那
歴
史
』
の
箇
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一

（
Ｃ
）
江
河
二
水
の
間
は
土
壌
豊

に
し
て
、
中
和
温
暖
の
気
候
に

属
せ
る
が
故
へ
に
、
人
民
の
生
活
に
於
ケ
る
、
素
よ
り
天
授
の
場
所
柄
な

り
と
す
。
夫
レ
人
民
の
当
初
、
此
世
界
に
現
出
す
る
や
、
始
め
よ
り
食
ふ

べ
く
衣
る
べ
き
の
必
要
物
を
制
産
し
得
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
必
ず
や
天

授
の
場
所
を
捜
求
し
て
、
天
授
の
品
物
を
仰
が
ざ
る
を
得
ざ
る
は
、
其
レ

猶
ホ
嬰
児
の
始
め
て
生
る
ゝ
や
、
誰
レ
教
ゆ
る
と
な
く
、
呱
々
と
し
て
母

氏
の
乳
房
を
捜
索
し
、
天
授
の
食
物
に
是
レ
依
る
が
如
く
な
る
べ
し
。

二

凡
そ
世
界
人
種
の
起
源
は
、
西
北
亜
細
亜
（
崑
崙
山
の
北
方
を
斥
す
）

に
在
り
と
云
ふ
は
、
西
洋
博
言
学
者
の
喋
々
し
て
止
ま
ざ
る
所
な
り
。
又

た
英
人
ケ
プ
テ
イ
ン
（
氏
は
嘗
つ
て
久
し
く
支
那
内
地
に
遊
び
し
人
に
し
て
、

最
も
史
学
に
精
し
く
、
随
つ
て
往
々
定
見
の
説
あ
り
と
云
ふ
）
の
説
に
云
ふ
、

（
Ｃ
）「
支
那
の
人
民
は
、
初
め
西
北
地
方
即
ち
崑
崙
山
の
北
方
よ
り
転
移

し
、
沙
漠
不
毛
の
地
を
過
ぎ
、
遂
に
黄
河
地
方
に
来
り
て
占
住
せ
り
」
と
。

（
中
略
）

四

斯
く
て
一
群
の
人
類
は
相
集
り
て
一
社
会
を
な
し
、
而
し
て
其
人
類

の
漸
く
繁
殖
す
る
に
従
ひ
、（
Ａ
）
其
中
に
て
最
も
智
力
あ
り
威
力
あ
る

も
の
、
交
々
立
つ
て
王
と
な
り
し
は
、
是
れ
自
然
の
勢
な
り
。
於
是
乎
干

支
を
制
す
る
を
以
て
、
推
さ
れ
て
王
た
る
も
の
あ
り
。
天
皇
氏
と
曰
ふ
。

歳
月
を
制
す
る
を
以
て
王
た
る
も
の
あ
り
、
地
皇
氏
と
曰
ふ
。
人
倫
を
制

す
る
を
以
て
王
た
る
も
の
あ
り
、
人
皇
氏
と
曰
ふ
、
作
巣
の
法
を
教
ゆ
る

を
以
て
王
た
る
も
の
あ
り
、
有
巣
氏
と
曰
ふ
、
火
食
の
術
を
教
ゆ
る
を
以
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て
王
た
る
も
の
あ
り
、
燧
人
氏
と
曰
ふ
。

五

（
Ｂ
）
以
上
五
帝
の
国
都
は
、
旧
史
に
之
を
記
載
せ
ず
と
雖
ヘ
ど
も
、

上
文
数
項
に
論
ぜ
し
所
を
以
て
考
ふ
れ
ば
、
矢
張
彼
ノ
二
水
の
間
に
介
せ

る
豊

地
内
に
住
居
せ
し
に
相
違
な
か
る
べ
し
。（『
新
体
支
那
歴
史
』
五

五
｜
五
九
頁
）

明
石
に
よ
れ
ば
、『
新
体
支
那
歴
史
』
と
『
支
那
開
化
小
史
』
は
確
か
に
同

一
の
字
句
（
Ａ
）
と
（
Ｂ
）
を
用
い
て
お
り
、「
類
似
」
し
て
い
る
。
し
か
し

『
支
那
開
化
小
史
』
は
（
Ｂ
）
の
記
述
を
、（
Ｃ
）
の
「
貨
殖
伝
」
か
ら
導
か
れ

た
推
測
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
新
体
支
那
歴
史
』
は
（
Ｂ
）
の
記
述
を
、

（
Ｃ
）
と
い
う
、
社
会
学
の
道
理
か
ら
導
か
れ
た
推
測
な
の
だ
と
す
る
。
明
石

は
（
Ａ
）・（
Ｂ
）
は
、
同
一
の
字
句
を
用
い
非
常
に
「
類
似
」
し
て
い
る
が

「
双
方
の
思
想
及
據
り
所
の
異
な
る
」、
つ
ま
り
「
意
匠
」
が
異
な
る
の
だ
と
主

張
す
る
の
で
あ
る
。

弁
護
人
宮
城
浩
蔵
は
、
あ
く
ま
で
も
「
類
似
」
で
あ
っ
て
剽
窃
で
は
な
い
と

抗
弁
す
る
明
石
と
は
異
な
り
、
剽
窃
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
認
め
な
が
ら
、
偽
版

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
め
ぐ
り
弁
護
を
行
う
。
宮
城
は
、
歴
史
の
「
意
匠
」
は
個
人

的
な
所
有
を
許
さ
れ
な
い
事
実
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
意
匠
の
剽
窃
は
道
理
上

有
り
得
へ
か
ら
さ
る
こ
と
に
し
て
、
又
版
権
条
例
中
に
も
意
匠
の
剽
窃
は
立
法

者
の
眼
中
に
存
在
せ
さ
り
し
こ
と
を
断
言
す
べ
し
」
と
述
べ
る
。
宮
城
に
よ
れ

ば
「
第
一
条20

）
は
有
形
的
の
場
合
を
罰
す
る
も
の
な
ら
ん
、
茲
に
甲
の
書
籍
を
乙

の
書
籍
に
於
て
有
形
的
に
同
一
の
文
章
を
以
て
記
載
し
た
る
場
合
、
之
を
偽
版

と
云
ふ
」。
こ
う
し
た
偽
版
の
定
義
に
従
え
ば
、
字
句
の
剽
窃
を
即
偽
版
と
断

定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
は
ず
な
の
だ
。
偽
版
と
は
あ
く
ま
で
も

版

の
権

利
に
対
す
る
侵
害
に
他
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
宮
城
は
「
文
章
相
同
じ
か
ら
ざ

れ
ば
こ
そ
、
言
を
卓
見
意
匠
等
の
文
字
に
仮
り
て
剽
窃
と
云
へ
る
な
ら
ん

」

と
、「
意
匠
」
の
剽
窃
を
訴
え
る
原
告
側
を
非
難
す
る
の
で
あ
る
。

告
発
の
妥
当
性
を
ゆ
さ
ぶ
る
宮
城
の
弁
護
に
対
し
て
、
川
村
検
事
は
次
の
よ

う
に
反
論
す
る
。

譬
へ
は
有
名
な
る
画
工
が
、
月
痕
の
隈
を
巧
み
に
写
出
し
た
る
工
夫
を
窃

写
す
る
も
の
あ
れ
ば
、
詰
り
高
妙
な
る
意
匠
の
有
形
に
図
画
に
表
は
れ
た

る
も
の
を
剽
窃
し
た
る
に
外
な
ら
ざ
る
べ
し
。
弁
護
人
は
無
形
の
物
は
盗

む
能
は
ず
と
云
ふ
も
変
し
て
有
形
に
文
章
若
く
は
図
画
と
な
る
以
上
は
、

之
を
剽
窃
す
る
に
容
易
な
る
も
の
な
り21

）
。

川
村
検
事
が
歴
史
書
の
「
意
匠
」
の
剽
窃
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し

て
絵
画
を
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
点
は
、「
意
匠
」
を
注
視
す
る
眼
差
し
が
、
元

来
ど
の
よ
う
な
領
域
で
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
な
の
か
を
示
し
て
お
り
興
味
深

い
。
が
、
絵
画
の
「
意
匠
」
を
参
照
し
な
が
ら
行
わ
れ
る
こ
の
反
論
は
、
川
村

検
事
に
と
っ
て
歴
史
書
の
「
意
匠
」
と
美
術
品
の
「
意
匠
」
が
明
確
に
分
節
化

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
川
村
検
事
は
「
本
件
は
必
竟

意
匠
の
剽
窃
と
編
纂
の
剽
窃
と
の
二
に
帰
着
す
べ
し
」
と
し
た
上
で
、
対
照
表

中
の
同
じ
字
句
を
「
御
一
覧
あ
れ
ば
、
自
ら
意
匠
の
剽
窃
其
中
に
あ
る
こ
と
を
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知
る
に
足
ら
ん
」
と
断
じ
る
。
川
村
に
よ
れ
ば
、
現
行
の
版
権
条
例
第
十
九
条22

）

の
範
囲
で
、「
意
匠
」
を
支
え
る
字
句
の
剽
窃
は
十
分
罪
と
な
る
は
ず
な
の
で

あ
る
。
偽
版
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
「
意
匠
」
の
剽
窃
は
含
ま
れ
る
の
か
否
か
を
め

ぐ
り
、
検
事
と
弁
護
人
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
の
で
あ
る
。

五

二
審
と
判
決

明
治
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
に
、
麴
町
区
裁
判
所
は
被
告
敗
訴
の
判
決

を
下
し
た
。
明
石
や
宮
城
ら
の
反
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
新
体
支
那
歴
史
』

を
『
支
那
開
化
小
史
』
の
「
意
匠
」
の
剽
窃
と
考
え
る
川
谷
判
事
の
先
入
観
は

覆
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
判
決
文23

）
を
見
て
み
よ
う
。

右
版
権
侵
害
被
告
事
件
の
公
訴
審
理
す
る
に
、
被
告
明
石
孫
太
郎
は
明
治

廿
四
年
五
月
中
曾
て
田
口
卯
吉
が
著
述
し
た
る
支
那
開
化
小
史
を
骨
髄
と

し
、
之
れ
絵
画
を
加
へ
、
条
章
字
句
を
増
減
変
換
し
、
新
体
支
那
歴
史
と

題
す
る
同
一
種
の
歴
史
を
出
版
し
た
る
も
の
と
認
定
す
。
其
証
憑
は
田
口

卯
吉
代
理
人
高
梨
哲
四
郎
の
告
訴
証
拠
物
件
と
し
て
提
出
し
た
る
、
支
那

開
化
小
史
新
体
支
那
歴
史
東
京
経
済
雑
誌
第
五
百
八
拾
六
号
及
公
廷
の
弁

論
に
徴
し
充
分
な
り
。
之
を
法
律
に
照
す
に
其
所
為
版
権
条
例
第
十
九
条

第
廿
七
条24

）
に
照
し
、
被
告
を
罰
金
五
十
円
に
処
し
、
大
倉
保
五
郎
の
手
に

現
存
す
る
新
体
支
那
歴
史
百
五
十
冊
を
没
収
し
被
害
者
田
口
卯
吉
に
下
付

す
。

こ
う
し
た
被
告
の
敗
訴
と
い
う
判
決
に
は
、
前
述
の
東
海
散
士
『
佳
人
之
奇

遇
』
偽
版
事
件
の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
裁
判
は
大
審
院
に
ま
で

上
告
さ
れ
、
そ
の
訴
訟
の
過
程
は
多
く
の
新
聞
に
よ
り
広
く
報
道
さ
れ
て
い
た
。

偽
版
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
抽
象
的
な
「
意
匠
」
の
剽
窃
も
含
ま
れ
る
と
い
う
判
断

を
示
し
た
こ
の
事
件
の
判
決
を
、
麴
町
区
裁
判
所
の
判
事
も
有
力
な
判
断
材
料

と
し
て
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
小
説
の
「
意
匠
」
を
め
ぐ
る
こ
の
判
決

を
参
照
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
歴
史
書
の
「
意
匠
」
と
美
術
品
の
「
意
匠
」
を

分
節
化
し
な
い
前
述
の
思
考
が
大
き
く
作
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
歴
史

書
の
「
意
匠
」
を
め
ぐ
る
訴
訟
は
、
小
説
の
「
意
匠
」
を
め
ぐ
る
訴
訟
と
は
対

照
的
な
結
末
を
迎
え
る
。

こ
の
判
決
に
対
し
て
明
石
は
控
訴
を
決
め
る
。
争
い
の
場
は
東
京
地
方
裁
判

所
に
移
っ
た
。
二
審
は
明
治
二
十
五
年
七
月
一
日
に
開
廷
さ
れ
た
。
開
廷
ま
で

に
半
年
近
く
か
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
被
告
側
の
控
訴
の
準
備
期
間
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
明
治
二
十
四
年
七
月
三
日
・
四
日
の
『
読
売
新

聞
』
で
報
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
東
京
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
事
務
の
渋
滞
が
常

態
化
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
裁
判
所
側
の
事
情
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

二
審
で
は
、
一
審
に
つ
い
て
「
此
被
告
事
件
は
ど
の
点
が
果
し
て
剽
窃
し
た

る
も
の
で
あ
る
か
、
ど
の
点
が
偽
版
で
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
は
始
め
か
ら
明
示

さ
れ
ぬ25

）
」
と
不
満
を
述
べ
る
被
告
側
の
主
張
に
鑑
み
、
湯
浅
裁
判
長
・
長
森
藤

吉
郎
検
事
は
、
一
審
が
性
急
に
判
決
を
下
し
た
点
を
考
慮
、
裁
判
の
や
り
直
し

が
行
わ
れ
た
。
明
石
は
あ
ら
た
め
て
一
審
で
の
主
張
を
繰
り
返
し
た
。
現
在
の

調
査
で
は
、
七
月
六
日
以
降
の
公
判
記
録
は
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
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が
、
二
審
の
展
開
は
明
石
側
の
主
張
を
十
分
に
考
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

明
治
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日
、
東
京
地
裁
は
次
の
よ
う
な
判
決
を
下
し
た
。

被
告
人
孫
太
郎
ガ
明
治
二
十
四
年
五
月
中
印
刷
発
売
セ
ル
新
体
支
那
歴
史

卜
題
ス
ル
書
籍
ハ
、
其
行
文
字
句
ノ
間
ニ
於
テ
、
往
々
田
口
卯
吉
カ
版
権

所
有
ニ
係
ル
支
那
開
化
小
史
卜
同
一
又
ハ
類
似
ス
ル
所
ア
リ
ト
雖
モ
、
新

体
支
那
歴
史
ハ
其
全
体
ノ
編
制
方
法
ニ
於
テ
、
全
ク
支
那
開
化
小
史
ト
異

ニ
シ
テ
、
支
那
開
化
小
史
ヲ
骨
髄
ト
シ
、
条
章
字
句
ヲ
増
減
変
換
シ
、
之

レ
ニ
絵
画
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
版
権
条
例
第
九
条

（
※
十
九
条
の
誤
り
か
）
ヲ
通
用
ス
可
キ
モ
ノ
ニ
非
ズ
。（
中
略
）
原
判
決
ヲ

取
消
シ
、
更
ラ
ニ
判
決
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
。
被
告
人
明
石
孫
太
郎
ハ
無

罪26
）

。

こ
こ
に
お
い
て
明
石
の
主
張
は
認
め
ら
れ
、『
新
体
支
那
歴
史
』
は
編
纂
法

の
違
い
を
理
由
に
無
罪
が
宣
告
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
判
決
文
中
に
は
、「
意

匠
」
に
関
す
る
文
言
は
見
当
た
ら
な
い
。
歴
史
書
の
「
意
匠
」
を
め
ぐ
る
論
争

は
、
ど
の
よ
う
に
決
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

結

び

明
治
二
十
五
年
十
二
月
二
十
一
日
の
『
読
売
新
聞
』
が
報
じ
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
田
口
は
二
審
敗
訴
の
後
、
東
京
控
訴
院
に
上
告
し
た
と
言
う
が
、
現
在

の
調
査
で
は
、
田
口
が
実
際
に
上
告
を
行
っ
た
の
か
ど
う
か
、
明
ら
か
に
す
る

資
料
を
発
見
出
来
て
い
な
い
。

田
口
は
こ
の
事
件
の
顚
末
を
改
め
て
『
東
京
経
済
雑
誌
』
六
五
二
号
（
明
治

二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
）
と
『
史
海
』
一
九
巻
（
同
二
十
五
年
十
二
月
）
に

掲
載
し
た
。
そ
こ
で
田
口
は
二
審
判
決
に
対
す
る
不
満
を
激
白
す
る
。

蓋
し
古
書
の
字
句
を
抄
録
し
て
以
て
新
史
を
編
製
す
何
の
労
か
之
あ
ら
ん
。

一
写
字
生
の
任
の
み
。
然
れ
ど
も
旧
史
記
す
る
所
の
事
実
に
拠
り
、
社
会

の
大
勢
を
観
察
し
、
其
源
因
結
果
を
対
照
す
る
に
至
り
て
は
、
十
分
精
密

な
る
考
察
を
要
す
。
余
の
勤
労
は
専
ら
此
処
に
存
す
。（
中
略
）
且
つ
此

の
如
き
剽
窃
の
文
章
に
し
て
果
し
て
我
版
権
条
例
の
禁
制
す
る
所
と
な
ら

ざ
る
以
上
は
、
余
は
実
に
版
権
の
必
要
を
感
ぜ
ざ
る
も
の
な
り
。
夫
れ
編

制
方
法
を
変
換
す
る
が
如
き
は
易
々
た
る
の
み
。
文
士
の
最
も
苦
心
す
る

所
は
文
章
に
あ
る
な
り
。（
中
略
）
余
が
親
く
高
梨
氏
よ
り
聞
く
所
に
因

れ
ば
、
検
事
長
森
藤
吉
郎
氏
は
「
明
に
学
士
一
た
び
真
理
を
社
会
に
表
白

す
る
以
上
は
、
其
真
理
は
社
会
の
共
有
物
な
り
。
他
人
之
を
伝
唱
す
る
も

妨
げ
な
し
。
譬
へ
ば
宮
城
が
法
律
上
に
於
て
新
見
を
講
演
せ
ば
、
他
人
更

に
之
を
講
演
す
る
も
妨
げ
な
し
。
是
れ
社
会
の
公
利
な
り
」
と
論
告
し
た

り
と
云
へ
り
。
然
し
な
が
ら
版
権
条
例
は
然
ら
ざ
る
な
り
。
恰
も
専
売
特

許
条
例
と
同
一
に
し
て
、
一
定
の
年
限
間
は
之
を
発
明
者
の
専
有
と
な
す

こ
と
な
り27

）
。
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原
告
代
理
人
高
梨
哲
四
郎
が
伝
え
る
長
森
藤
吉
郎
検
事
の
発
言
は
、
こ
の
二
審

の
法
廷
に
お
い
て
、
歴
史
書
の
「
意
匠
」
を
め
ぐ
る
論
争
に
ど
の
よ
う
な
判
断

が
下
さ
れ
た
の
か
を
端
的
に
物
語
る
。
歴
史
家
が
最
も
心
血
を
注
ぐ
、
諸
事
実

の
有
機
的
な
因
果
関
係
の
記
述
の
剽
窃
を
憤
る
田
口
を
よ
そ
に
、
こ
の
二
審
で

は
、
歴
史
書
の
「
意
匠
」
は
、
前
述
の
坪
谷
の
主
張
の
よ
う
に
、
そ
れ
も
ま
た

歴
史
的
事
実
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
小
説
の
「
意
匠
」
と
は
異
な
り
所
有
の
対
象

と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
田
口
は
こ
の
判
断
に
対
し
て
、
専
売
特

許
条
例
下
の
発
明
品
の
保
護
を
あ
げ
な
が
ら
反
論
し
て
い
る
。
田
口
は
、
あ
ら

た
め
て
、
そ
の
創
造
性
に
よ
り
作
者
の
所
有
が
認
め
ら
れ
る
小
説
の
「
意
匠
」

と
歴
史
書
の
「
意
匠
」
を
分
節
化
し
な
が
ら
、
歴
史
書
の
「
意
匠
」
は
、
新
た

に
発
見
さ
れ
た
科
学
的
な
原
理
を
応
用
し
た
発
明
品
が
保
護
さ
れ
る
の
と
同
じ

意
味
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
だ
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。

注１
）

大
家
重
夫
『
最
新
著
作
権
関
係
判
例
集
Ⅵ
』（
一
九
九
○
年
三
月
、
ぎ
ょ

う
せ
い
）
七
二
｜
八
三
頁
。

２
）

吉
村
保
『
発
掘

日
本
著
作
権
史
』（
一
九
九
三
年
十
一
月
、
第
一
書
房
）

七
一
｜
七
七
頁
。

３
）
『
研
究
紀
要
』
二
二
号
（
一
九
九
二
年
三
月
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
）

八
二
｜
八
九
頁
。

４
）

稲
岡
勝
氏
所
蔵
本
・
早
稲
田
大
学
所
蔵
本
（
請
求
記
号
７
８
｜
４
１
５
）

に
よ
る
。

５
）

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
（
請
求
記
号37-144

）
に
よ
る
。

６
）

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
（
請
求
記
号222. 01-T

a
157S

）
に
よ
る
。

７
）

谷
川
恵
一
氏
所
蔵
本
に
よ
る
。

８
）

吉
岡
亮
「
島
田
三
郎
『
開
国
始
末
｜
開
国
始
末
井
伊
掃
部
頭
直
弼
伝
』

歴
史
・
伝
・
小
説

（
前
）」（『
国
語
国
文
研
究
』
一
二
二
号
（
二
○

○
二
年
十
一
月
、
北
海
道
大
学
国
語
国
文
学
会

）
四
四
｜
五
一
頁
。

９
）

亀
井
秀
雄
『
小
説
論

『
小
説
神
髄
』
と
近
代

』（
一
九
九
九
年

九
月
、
岩
波
書
店
）
五
三
｜
八
八
頁
。

10
）
『
鼎
軒
田
口
卯
吉
全
集

第
二
巻
』（
一
九
二
七
年
七
月
、
大
島
秀
雄
）
二

九
〇
｜
二
九
一
頁
。

11
）

同
「
解
説
」
二
二
｜
三
四
頁
。

12
）
『
教
育
家
銘
鑑
』（『
教
育
人
名
辞
典
Ⅱ

下
巻
』〔
一
九
八
九
年
十
一
月
、

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
〕）
八
四
九
頁
。

13
）
『
東
京
経
済
雑
誌
』
六
○
六
号
。

14
）
「
呂
后
本
紀
第
九
」（『
新
釈
漢
文
大
系

第
三
九
巻

史
記
（
二
）』（
一

九
七
三
年
四
月
、
明
治
書
院
）
五
八
八
頁
。

15
）

松
井
広
吉
『
四
十
五
年
記
者
生
活
』（
一
九
二
九
年
、
博
文
館
）
三
五
｜

三
八
頁
。

16
）

浅
岡
邦
雄
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

17
）

拙
稿
「『
通
俗
佳
人
之
奇
遇
』
の
失
墜

戯
作
か
ら
「
盗
作
」
へ

」

（『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
八
○
号
〔
一
九
九
七
年
七
月
〕
一
五
｜
二
八

頁
）
参
照
。
こ
の
事
件
に
対
す
る
博
文
堂
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
書
肆

に
偽
版
告
発
を
う
な
が
す
も
の

明
治
二
〇
年
前
後
の
博
文
堂
の
対
応
か
ら

見
え
る
も
の

」（『
中
京
大
学

図
書
館
学
紀
要
』
二
六
号
〔
二
〇
〇
五
年
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五
月
〕
六
六
｜
九
〇
頁
）
参
照
。

18
）
「
支
那
開
化
小
史
偽
版
告
訴
事
件
」（『
東
京
経
済
雑
誌
』
六
○
一
号
〔
明

治
二
十
四
年
十
二
月
五
日
〕）。
以
下
掲
載
紙
誌
名
を
示
さ
な
い
も
の
は
同
記
事

に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
公
判
記
録
は
、
同
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
一

日
に
か
け
て
『
読
売
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
。

19
）
「
支
那
開
化
小
史
偽
版
告
訴
事
件
（
接
第
六
百
一
号
）」（『
東
京
経
済
雑

誌
』
六
○
五
号
〔
明
治
二
十
五
年
一
月
九
日
・
十
六
日
〕）。
以
下
掲
載
紙
誌
名

を
示
さ
な
い
も
の
は
同
記
事
に
よ
る
。

20
）

版
権
条
例
第
一
条
は
以
下
の
通
り
。「
第
一
条

凡
ソ
文
書
図
画
ヲ
出
版
シ

テ
其
利
益
ヲ
専
有
ス
ル
ノ
権
ヲ
版
権
ト
云
ヒ
、
版
権
所
有
者
ノ
承
諾
ヲ
経
ス
シ

テ
其
ノ
文
書
図
画
ヲ
翻
刻
ス
ル
ヲ
偽
版
ト
云
フ
」。

21
）
『
東
京
経
済
雑
誌
』
六
〇
六
号
、
明
治
二
十
五
年
一
月
十
六
日

22
）

版
権
条
例
第
十
九
条
は
以
下
の
通
り
。「
第
十
九
条

版
権
所
有
者
ノ
承

諾
ヲ
経
ス
シ
テ
版
権
所
有
ノ
文
書
図
画
ヲ
翻
訳
シ
増
減
シ
、
註
解
附
録
絵
図
等

ヲ
加
ヘ
、
若
ク
ハ
其
未
タ
完
結
セ
サ
ル
部
分
ヲ
続
成
シ
テ
出
版
ス
ル
者
及
本
条

例
第
一
五
条
ニ
違
フ
者
ハ
偽
版
ヲ
以
テ
論
ス
。
他
人
ノ
講
義
又
ハ
演
説
ヲ
筆
記

シ
其
許
諾
ヲ
経
ス
シ
テ
出
版
ス
ル
者
亦
前
項
ニ
同
シ
」。

23
）
「
支
那
開
化
小
史
偽
版
告
訴
事
件
の
判
決
」（『
東
京
経
済
雑
誌
』
六
○
七

号
（
明
治
二
十
五
年
一
月
二
十
三
日
））。

24
）

版
権
条
例
第
二
十
七
条
は
以
下
の
通
り
。「
第
二
十
七
条

偽
版
者
及
情
ヲ

知
ル
ノ
印
刷
者
販
売
者
ハ
一
月
以
上
一
年
ノ
重
禁
錮
若
ク
ハ
二
十
円
以
上
三
百

円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス
╱
但
被
害
者
ノ
告
訴
ヲ
待
テ
其
罪
ヲ
論
ス
╱
偽
版
ニ
係

ル
刻
版
及
印
本
ハ
其
何
人
ノ
手
ニ
在
ル
ヲ
問
ハ
ス
之
ヲ
没
収
シ
其
既
ニ
販
売
シ

タ
ル
モ
ノ
ハ
其
売
得
金
ヲ
没
収
シ
テ
併
セ
テ
被
害
者
ニ
下
附
ス
」。

25
）
「
版
権
侵
害
事
件
」（『
東
京
経
済
雑
誌
』
六
三
一
号
〔
明
治
二
十
五
年
七

月
九
日
〕）。

26
）
「
明
石
孫
太
郎
著
新
体
支
那
歴
史
‥
対
‥
田
口
卯
吉
著
支
那
開
化
小
史
の

判
決
に
就
い
て
」（『
史
海
』
一
九
巻
〔
明
治
二
十
五
年
十
二
月
〕）。

27
）

前
掲
『
史
海
』
記
事
か
ら
。

付

記

本
稿
は
「
出
版
と
学
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
編
成
と
再
編
成

近
世
か
ら
近
現
代
へ

」
第
二
回
共
同
研
究
会
（
二
○
○
三
年
六
月
二
十
二
日
・
於
国
際
日
本
文
化

研
究
セ
ン
タ
ー
）
で
の
口
頭
発
表
と
そ
の
際
に
い
た
だ
い
た
数
々
の
御
教
示
に
基

づ
い
て
い
る
。
ま
た
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
浅
岡
邦
雄
・
稲
岡
勝
両
氏
に
多
く
の

御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

本
稿
は
、
そ
の
後
『
日
本
出
版
史
料
』
九
号
（
二
〇
〇
四
年
五
月
）
に
掲
載
さ

れ
た
。
再
録
に
あ
た
っ
て
は
、
標
題
を
改
め
、
若
干
の
加
筆
を
行
っ
た
。
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